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研究要旨 

【目的】 

医療機関の放射線部門の特性に配慮した災害時対応として、放射線障害の防止も念頭に置

いた災害に備えた訓練の質の向上策と、災害後に医療機関として最低限の放射線診療が提供

できるように可能な範囲で準備する方策を明らかにすることを目的とする。 

【方法】 

昨年度の研究に加え医療機関内の放射線施設での震災への備えについて、水害に関しても

検討範囲を広げると共に、院内の対応を考えるための机上訓練を実施し、問題点を把握する。 

【結果及び考察】 

 災害時の放射性物質の影響に関して危惧されるのは、比較的大きな数量の線源である。災

害対応だけではなく、セキュリティ確保の面からも、カテゴリー1 や 2 の線源で診療に使用

しなくなったものは回収措置を講じることが望まれる。 

 災害時の対応を考える医療機関での机上訓練は、職員からアイデアが出され、医療機関と

して対応を策定していく上で有用であると考えられる。それぞれの医療機関の災害対応から

の特性を考慮し、特に災害時の BCP が求められる医療機関では、自治体のハザードマップを

活用した対策の検討が推奨される。 

【結論】 

 災害時の医療機関の放射線源がもたらす脅威とその低減策を検討した。カテゴリー1 や 2

の線源で診療に使用しなくなったものは回収措置を講じることが望まれる。災害時の医療機

関の対応力を高めるには、自治体のハザードマップを活用した災害対応を考える訓練の実施

が有用であると考えられる。 
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Ａ．目的 

 今後、発生すると予測される首都直下型地震、東海・東南海・南海地震などの震災など災害の発

生時に医療機関が機能停止に陥らないためには、災害時に何が起きるのかを知って、どこまで被害

を軽減できるかを考えることが重要である。また、災害時に医療機関内の放射線源が脅威となり得

ることから、そのような事態に備え医療機関や行政機関は準備しておくことが必要である。火災も

伴う震災や水害（広域大水害や都市型洪水）時などの災害時を想定し、医療用放射線源の災害時に

おける管理の脆弱性を評価し、医療機関職員や患者だけではなく、公衆の放射線防護も念頭に置き、

初動のあり方を提示し、医療機関や行政機関が活用できる訓練シナリオをまとめる。昨年度は“震

災発生時の医療機関の対応について（震災時の放射線部門の事業継続計画策定のために）”として

研究を報告した。これら昨年度に得られた成果は今年度に検討を進めた事項を合わせ、法令で定め

る放射線取扱主任者の定期講習会（原子力安全技術センター主催の場合）の「放射線の安全取扱」

の科目の講義や自衛隊中央病院における放射線業務従事者研修会に反映されている。 

多くの自治体が、震災対策を策定しており、それらの被害予測は、東海・東南海・南海連動型地

震という 3つの巨大地震のうち 2つ以上の地震が同時発生する連動型巨大地震（3 連動型地震）や、

南海地震の震源域の南隣にある日向灘地震など、3 連動型地震に限らず南海トラフにおける連動型

地震全般が想定されている。例えば、「南海トラフ」を震源域とするマグニチュード（M）9.1の最

大級の地震が起きた際の大阪市内の津波の浸水被害を想定した対策が検討されている。この被害予

測に関する報告には、防潮堤の強度などを精査した結果が記述されており、京橋駅周辺など都島区

や城東区が浸水することが示されている。地震発生から最短 2時間弱で大阪市の湾岸部に津波が押

し寄せ、新築され乗降客の多い JR大阪駅周辺は最大 2 メートルの浸水が想定されている。 

今年度の我々の研究としては、昨年度の研究に加え医療機関内の放射線施設での震災への備えに

ついて、身近な部分の具体的取り組みを報告する。 

 

Ｂ．方法 

 昨年度、検討した災害時のダメージ例の分析に追加し、水害時の被害予測に基づき、今何をすべ

きか、医療機関としてできることは何かをより具体的に示すことで、多くの医療機関が震災対策と

して取り組むことができるように示すものである。また、具体的には「病院設備設計ガイドライン

（BCP 編）」（BCP（事業継続計画）：Business Continuity Plan）を基に自施設の建築構造を知り、

地震発生時に患者さんを守る。そのためには、震災による損傷をいかに最小限に止めるかであり、

そのための訓練はどのように行うかを検討する。 
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Ｃ＆Ｄ．結果及び考察 

1．水害の種類と医療機関が受けうる被害 
１．１ 津波 

 南海トラフを震源とするM9.1の地震が起きた際の大阪市内の津波の浸水被害に関して、防潮堤の

強度などを精査した結果、京橋駅周辺など都島区や城東区までも浸水することが示され、地震発生

から最短2時間弱で大阪市の湾岸部に津波が押し寄せ、JR大阪駅周辺は最大2メートルの浸水を予測

し、大阪府では1万1千ヘクタールの浸水と想定されている。 

１．２ 広域大水害 
  平成24年7月12日熊本広域大水害では、9つの病院と診療所が床上浸水した。昭和57年7月の長

崎大水害では、市民病院の地下にあった電気室が浸水し、医療機関の機能が停止した（都市型洪水）。

同様の事例は昭和大学病院（昭和24年8月24日）、大阪大学医学部附属病院（昭和36年9月16日）、

山口大学医学部附属病院（平成11年9月24日）でも発生した。 

１．３ 都市型洪水（内水氾濫） 
 三鷹市浸水ハザードマップでは内水氾濫も想定されている。 

１．４ 高潮被害 
湾岸部で広範囲な被害をもたらす可能性がある。 

１．５ 水害等の被害予測 
 東京都では、洪水ハザードマップを作成し、津波高及び津波浸水の分布を示している。これらの

災害で放射性物質が散逸した場合のリスクとしては、密封線源や放射性医薬品の散逸が考えられる。

放射性医薬品の散逸によるリスクは限定的であると考えられるが、例外的なものとして、I-131の

治療用カプセルでは無視できないリスクをもたらしうるので手で拾わないなどの注意が求められ

る。密封線源としては、密封性を保ったままの環境放出や密封性が破壊された場合の環境への散逸

に対する考慮が求められる。密封性を保ったまま環境に出ると、その線源に近づく生物や放射線に

脆弱な機器に影響を与えうる。数量の高い線源は遮蔽容器が重く、そのことにより環境への散逸を

防ぐことが期待されるが、耐火性の規格がないために、通常の火災の想定を超えて熱を長時間受け

ると密封性を損ね、環境に散逸する可能性がある。また、密封性の規格に災害対応が十分に盛り込

まれていないために、災害による物理的な作用により密封性が損なわれることが考えられる。これ

までのところ災害例では確認されていないが、盗難や予期せぬ行為により医療機関に保管されてい

た線源が持ち出されて散逸し、比較的大きな塊から大量の放射線を受けたり、細かく環境中に散逸

することで、周辺環境に汚染が広がる事例が海外で確認されている。このため、特に数量が大きい

カテゴリー1の線源で、現在使われておらず医療機関がその扱いに困惑している線源の適切な処

理・処分を進める必要があり、カテゴリー2の比較的数量が大きな線源も含めて、診療活動に利用

されていないまま保管されているものは、線源の回収を促進することが望まれる。これらの線源は

輸出元の国で引き取ることが可能なものもあるが、船便の利用は寄港国の理解を得ることのハード

ルが高く、航空便の利用では費用負担だけではなく総数量の制限がある。これらのハードルは線源

の安全とセキュリティの確保のための国際的なルールを遵守することでは解決ができず、金銭面で



5 
 

は解決がつかない事態となっている。その他の解決策も考えられるが、Ra-226の線源の有効活用の

ように、その具体的な目途が立っておらず、関係者の総力を結集させる必要があると考えられる。 

 環境に放出された放射性医薬品が集積する可能性があるのは、下水処理場、その物質に対して濃

縮係数が高い生物、化学的な特性による環境中の捕捉が考えられる。放射性医薬品の利用は大半が

外来診療で用いられており、環境負荷量としては、全体としてみると災害時に大きくなるとは考え

がたいが、局所的に集中するとリスクを大きくしうる。 

 この他、医療機関では放射性医薬品や密封線源を含む臓器を保存していることがあるが、これら

はその問題を解決しないと保管場所スペースがなくなるという問題はあるものの、災害時の公衆へ

の放射線リスクの観点からは、医療行為により体内に放射性物質を持つ患者による影響と比べると

相対的には小さいと考えられる。災害の犠牲者の体内から刺入後1年以上経過していないI-125シー

ド線源を取り出すことは、これまでの災害でもなされているが、放射線防護上のインパクトは小さ

いと考えられる。災害の状況によっては、平常時のルールをそのまま適用せず臨機応変に対応する

ことが求められるとも考えられる。 

 医療技術の進歩に伴い発生することを想定すべき課題としては放射化物への対応が考えられる。

放射化物への対応は計画被ばく状況での規制整備が進みつつあるが、災害時の対応が未知数である。

放射化物のうち、日本で100箇所程度ある医療用サイクロトロン設置施設では、建屋のコンクリー

トの一部はクリアランスレベルを超える程度放射化していると考えられる。サイクトロン施設での

中性子フラックスは10E+5～10E+6 n/cm2/sであり、累積中性子フルエンスが10E+21 n/cm2を超えう

ることから、一定程度運転した場合には、自己遮蔽体の有無に関係なく、もっとも濃度が高い領域

ではRS-G-1.7を超えるのが確実である。平均濃度としては、クリアランスレベルを超えないので規

制対象外にすることも考えられるが、日本では、諸外国とは異なり、廃棄物関連業界の心情を考慮

すべきとの現場の意見に基づき、一定の範囲は放射化物として対応する（＝コストをかける）こと

が想定されている。このような（施設がダメージを受けた際の）解体作業時を想定した保険商品は、

いまだに提供されていないので、有事の際に混乱が拡大するかもしれない。また、放射性の建屋の

解体などにあたっては作業者だけではなく、近隣住民や周辺企業などとの合意形成も必要になると

考えられる。 

 これらを廃棄物として扱うことを考えると、特殊な自己遮蔽体で放射化したものはその組成が廃

棄物としての制限を超えると（例えば、ボロンが溶出するコンクリートは放射性廃棄物として扱う

場合であっても）、許可廃棄業者の日本アイソトープ協会が受け入れるのは困難な状況であること

から課題になると考えられる。 

 そうではなく日本アイソトープ協会が引き取り可能である場合には、非圧縮の放射性不燃物の引

き取り費用は50リットルドラム缶で一本116,500円（消費税抜き）で50kgで12万円程度になること

から、5トンのサイクロトロン本体だと1千2百万円程度になりそうである。放射化の判断基準とし

てRS-G-1.7を使用し、コンクリートは40立方メートル程度と想定した場合には、放射性廃棄物とし

ての引き取り費用だけで9千万円を超え、それに加え放射性物質を含む壁を解体する費用も必要に

なる。 

 これらの課題は災害発生と関係なく、将来的に生じ得るので、その対策を検討する必要がある。 
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2．核医学施設のハザードマップによる対象施設の潜在リスクの把握 

核医学施設（主に PET施設）を保有する医療機関を対象に、洪水及び津波等による被害の危険性

の有無を、ハザードマップを用いて判定した。施設所在地等の資料は日本核医学会 PET 核医学分科

会ホームページの PET施設一覧を用い、ハザードマップは国交省が提示しているものを用いた。 

 

【日本核医学会 PET 核医学分科会の PET施設一覧より抜粋】 

国内 PET施設数（推定） 

１）326施設（2013年 7 月 23 日現在） 

 サイクロ施設 ： 144施設 

    デリバリー施設： 182施設 

２）日本核医学会 PET 核医学分科会登録施設数 

  212施設（2013年 7 月 23 日現在） 

 サイクロ施設 ： 144施設 

    デリバリー施設 ：  68施設  

 

 上記「２）日本核医学会 PET 核医学分科会登録施設」のうち、ハザードマップの洪水・津波予測

範囲内にある施設は 23 箇所であった。行政機関（地域保健所）等が、このような施設一覧に、各

地区のハザードマップを参考にして放射性同位元素の年間使用予定数量を追加したり、保有する診

療用放射線照射器具等を追加することで災害時の危険性を予測することに役立つと考えられる。 

 

3．震災被害への対応のための訓練シナリオの検討 
建築中の東京ベイ先端医療・幕張クリニック（研究協力者が所属する、放射線科のみを標榜して

いるクリニック。）を対象にケーススタディを行った。この施設は、南方800m に東京湾、東方600m 

に幕張メッセ、北方や西方に大規模な商業施設やイベント施設が存在する商業地域に位置する。 

阪神大震災における被害状況を検証すると、病院建物の倒壊については兵庫県内の 342 病院のう

ち、13 病院が全半壊焼失。さらに、診療所を加えると、2,926 のうち、全壊 239、半壊 270、全半

焼 13となる。インフラ停止により診療機能が停止した医療機関は 973 であり、半数近くが医療機

能を停止した状況であった。この現状を教訓として、医療機関は震災に耐えうる構造を備えるべく

動き出している。「病院設備設計ガイドライン（BCP 編）」によると、病院建屋の構造は平成 23 年

のデータでは全国の医療機関（病院）のうち、全ての建物または一部の建物において新耐震基準を

採用している施設が 80％以上になり、平成 17 年の調査報告に比べ 11.4％増加している。というこ

とは、地震に強い医療施設が多くなったと言える。掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療セ

ンターは震災時に自立して医療が実施できるように計画された新しい医療施設として動き出して

いる。 
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３．１ 自施設の構造を知る 
写真 1、2に示す建築中の東京ベイ先端医療・幕張クリニックは、南方 800mに東京湾、東方 600m

に幕張メッセ、北方に隣接して幕張イオンモール、西方にも幕張イオンモール、コストコと大規模

なイベント施設が存在する商業地域に位置する。 

 

当該クリニックは海抜 5mという土地に建築されているため、さらに 1mの高さにまで 1階床面を

嵩上げしている。耐震構造として震度 7に耐えうる設計である。地下 1階、地上 2階で、屋上には

電源設備、空調設備が配置されており、給水設備（図 1）に関しては耐震性を持たせるため、高架

水槽方式ではない。高架水槽の場合、貯水量は満水時で通常時の使用水量の 1 時間程度を貯めるこ

とができる。水道水を衛生的に保つため残留塩素の濃度が水道法で定められており、長時間水槽内

に貯水することはできない。水槽の水は多ければ多いほどよいと思うが、衛生面から困難である。

水槽内の水位は常に変動（減ってから補給される）してい

ることを知っておくことも重要である。高架水槽方式給水

システムでは、断水や停電があっても 30 分～1 時間程度

は給水を継続できるということは大きなメリットである。

しかし、地震時の建物の揺れの大きさに比例して屋上に設

置された水槽の被害が大きく、阪神淡路大震災、東日本大

震災共に高架水槽自体の損傷で給水システムが停止した

事例が多く報告された。よって、当該クリニックでは、ポ

ンプ圧送方式を採用し、給水システムの損傷を最小限にす

るように設置している。 

また、南面 800m が東京湾であることから、千葉県ハザー

ドマップを参考に高潮・津波を想定し、施設入口には 90cm

の防潮堤（写真 3、4）を設け、屋上には電気設備の防壁

として 1.7m～2mのコンクリート壁（写真 5、6）を設置し

ている。患者の安全確保と避難誘導が可能になるよう 

 

 

 
図１ 給水設備 

 

写真１ 建築中の東京ベイ先端医療・幕張クリニック  

写真２ 
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な設計、設備の観点から、避難時に避難経路を示す誘導灯を設けた。また、医療機器の購入・更新 

時に耐震性についても考慮し構造物に確実に固定している。 

 
３．２ 患者を守る 

揺れが大きな震度 6 以上になると、経験を超えている

（経験をしたことがない）状況なので何をしたらよいのか

解らなくなり戸惑うだけになるため、事前の備えが重要と

なる。リスクの洗出しを行って、

より安全側の設備システムを計

画し、いざという時のためにも速

やかに患者誘導、避難するための

設備や空間を確保する機能設計

が必須である。この観点では、患者の安全確保と避難誘導がメインになる

ので、そのための設計、設備が重要である。設計段階で、可能な限り棚は

作り付け（写真 7）で扉は耐震扉を使用するなど、棚から物の落下を防ぐ

ことも重要である。また、作り付けができない場合は、棚自体を構造物に

固定（写真 8、9）するなど、棚の転倒を防止することで、患者・スタッフ

の安全と避難経路の確保を最優先する。 

 
写真７ 棚は作り付け、耐震扉 

 
写真８ 棚 

 
写真５ 南・西：屋上コンクリート壁 

 
写真６ 北・東：屋上コンクリート壁 

 
写真４ 職員通用口の防潮堤組立後 

 
写真３ 正面玄関防潮堤設備 
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また、避難時に避難経路を示す誘導灯が適切に点灯していること、さらに非常灯も隣接して設置

されているので、これらが非常事態時に点灯するかのテストも行わなければならない。 

 

３．３ 震災時の損傷を最小限にする 
震災時に医療機能の損傷を最小限にするためには、医療

機器（大型装置：放射線発生装置等）の耐震性の強化と震

災発生後の応急対策を考えておくべきである。 

医療機器については購入・更新時に耐震性について考慮

し、構造物への確実な固定（写真 11、12）が最も重要であ

る。また、震災発生直後に行う点検、修理、代替品の調達

など、考えられる策を検討しておくことも必要である。 

 大型医療機器であっても震災時に 5cm以上移動したとい

う報告もあることから、装置の重量に見合ったアンカー固

定が必須である。現在は外国製品の大型医療機器も震災対

策として装置に最適な固定方法を提示しており、震度 6～7

に対しても固定ボルトが耐えうる講造を持っているよう

である。天井から吊り下げる医療装置に対しては、その位

置を正確に把握し、建屋構造物を造る時点で施工図面に書

き込み、構造物一体型のアンカー（写真 13）を埋め込んで

おくことが落下防止策として最も適した方法である。 

 

 
写真 11 PET-CT装置の固定 

 
写真 12 リニアック装置の固定 

 

写真９ 棚の固定 

 

写真 10 誘導灯と非常灯 

 
写真 13 躯体構造物埋込アンカーによる固定 

 
写真 14 天井の空調ダクト 
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３．４ 訓練の設定 
 訓練には机上訓練と実地訓練がある。机上訓練で重要なことは想定されるあらゆることにどのよ

うに対応するかをスタッフ全員で議論することである。実施訓練では、実際に身体で覚えることで

体験できるあらゆることを盛り込んだ想定が望まれる。どちらの訓練でもまず初めに考えなくては

ならないことは、「自分の病院は自分たちで守る」ということで、そのような気持ちで防災マニュ

アルを作り、訓練しなくてはならない。“３．１ 自施設の構造を知る”で示したとおり、自施設

の耐震化が強化されているとは言え、地震による被害を想定することは難しいが、以下の項目につ

いて検討することが重要である。 

（１）地震発生時の被害 

 地震発生後直ぐにおこる被害として、建物の倒壊、機器の損傷、電力・ガス・水供給の停止、通

信回線の遮断などがある。また、地震に伴う被害として、火災の発生、ガス漏れの発生、室内空調

の停止、エレベーターの使用不能などがあることは、昨年の本班研究の報告でも記してはいるが、

その被害状況をどのレベルに想定するかによって机上訓練での対応が大きく異なってくる。できれ

ば最悪な状況を想定し机上訓練を行うべきである。 

（２）地震発生時の行動  

 地震発生時は自分自身と患者の安全確保が第一であり、揺れがある程度収まってから院内の被害

状況確認を行うこと。 

 院内確認手順は、各部署共通の手順書と部署毎の手順書に従って手際よく行うことが重要である。 

これら手順書は机上訓練時に見直しを行い、全員への周知が必須である。 

（３）地震後取るべき行動 

 患者・職員の避難経路、外来患者・入院患者・来院者、ライフライン、院内設備、医療機器の被

害状況及び地震に伴う火災発生の有無などを確認する。最も重要なのは火気使用の厳禁である。医

療機関（病院）は、構造的に考えた場合、廊下・階段等の煙突効果（1972 年の千日デパート火災

では階段部分）による火災被害が拡大する可能性が高く、耐火構造であっても過信してはならない。

火災発生時に被害を最小限にとどめる方策を定めること。スタッフ全員が自ら行動できる体制作り

が必要である。震災直後に発生する火災には、消防機関も対応に苦慮することは予測されることか

ら、机上訓練時には消火・通報手順についても検討すること。 

（４）閉鎖された空間での被災 

 昨年の本班研究の報告からも分かるとおり、地震発生時エレベーターは地震を感知して緊急停止

する。近年のエレベーターは近接階に停止し扉が開くように設計されてはいるものの、エレベータ

ー内で揺れを感じたら全ての階のボタンを押し、最初に止まった階で降りるということを周知して

おくことも必要である。もし、エレベーター内に閉じこめられた場合は外部に状況を知らせる手順

などをエレベーター内に分かりやすく明示しておくことも必要である。 

 以上の4点に基づき、震災を想定し、事務・看護・放射線・医師部門に別れ、部門毎に机上にて

震災時の対応を検討し、さらに各部門からの報告を受け机上訓練参加者全員で最良の方法を議論し

た。当該施設は入院病床を持たないクリニックであり、昨年12月に開院したばかりであるので、基

本的な災害対応マニュアルから、当院に最適な災害対応マニュアルの作成を視野に入れて机上訓練
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を行った。今回の訓練シナリオは、勤務中で職員が職場内にいる場合を想定し、特に以下の6点を

課題とした。 

①職員自身の安全確保  

②患者の安全確保に必要な処置や対策を講ずるとともに患者のパニック防止につとめる  

③必要があれば、避難通路を確保し、患者を誘導避難させる  

④被害状況の確認と調査を行い、災害対策本部へ報告する  

    ⑤二次災害、特に火災の防止につとめ、必要に応じて消火と通報を行う  

医療機関であれば、自衛消防隊の編成と任務について地元消防署へ届出していることから、

この自衛消防隊の組織体制が使用できる。 

    ⑥災害対策本部の指示をうけ、被災患者受け入れ体制の可否確認、及び必要部門への応援と待

機  

 

今回の机上訓練のシナリオ 

  平日の診療時間（患者が多い木曜日を想定） 

  13:50 受付事務所にて、事務長がテレビ報道及びスマートホンにて、  

  地震速報を入手。 

「数分後に震度6強の最も強い地震が来る」と情報を入手。  

 

各部門の検討結果の報告は以下のとおりである。 

事務部 

・院内放送の検討 

（院内放送の検討の必要性を確認した。地震への対応の準備を職員に促す） 

・患者用・診療従事者用ヘルメットの着用を促す 

（診療従事者がヘルメットをして、患者はヘルメットなしでの避難とはおかしな構図である。

よって、患者用ヘルメットの必要性の検討） 

 ・非常用出口の確保 

 ・患者人数（外来患者人数と付き添い）の把握 

  （受診者記録から、院内に滞在している患者人数を把握する） 

 ・非常時連絡用器材及び食料等の備蓄庫からの運び出し準備 

 ・事務所内の転倒・落下のおそれのある器材類への処置 

看護部 

 ・救急備品・応急用資器材の持ち出し準備 

（マニュアルに記載のある薬剤、応急処置物品等） 

 ・来院患者の一時避難場所への誘導 

 ・地震の揺れに備えた体勢、及び毛布等クッション材となる備品の確保 

 ・津波の可能性を考慮し、使用済み医療廃棄物収納箱はテープにて封をする 

 ・患者人数（外来患者人数と付き添い）の把握 
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放射線部 

 ・検査を中断し、患者を一時的に検査機器類から待避させる（患者集合場所への誘導） 

 ・検査室扉を閉状態にして、固定する 

（操作室側扉は開放状態で固定する。MRI 等でクエンチ発生が室内で起きた場合の圧力緩和の

ため） 

 ・放射性同位元素等を所定の貯蔵庫に収納する 

 ・現有放射性核種の種類・数量を示す書類の準備（緊急持ち出し書類の準備） 

 ・核医学施設・MRI施設等の放射線取扱施設の入口にトラロープを張り、入室禁止を表記する 

医師部 

 ・患者集合場所及び各部門にて、患者容態の確認 

 ・連携医療機関との情報共有の手配と準備 

 ・外部被災者の対応に関する手配等の準備 

災害対策本部の立ち上げ 

 ・院長・副院長・技術部長・事務長・看護師長は災害対策本部へ集合 

  （各部門の報告を行い、現況情報を共有する） 

 ・院長室を災害対策本部として情報収集を図る 

 ・関係機関（消防・警察等々）との連絡体制の確保及び準備 

  

３．５ 訓練参加者からのフィードバック 
 机上訓練に参加した職員からの意見を集約した。簡単なシナリオであることから参加者の意見が

多く出され、問題点の把握が行えたと考えられる。具体的には、診療従事者のためのヘルメット及

び患者用ヘルメットの確保が課題として認識された。 

 

【机上訓練の感想（集約）】 

・災害時の組織体制の説明から、自分の立場・行うべき行動が理解できた。 

・実践訓練からは学べない様々な想定が行えて良かった。 

・前段階での VTR（地震への対応「その時病院は」）から、自分の施設を再度確認することがで

きた。 

・机上による訓練で、院内放送の重要性を再確認できた。 

・様々な事例を想定できたので、不足物品のチェックが行え大変良かった。 

・地震速報があってから 5分間という短かくもあり長くもある時間内に、最高のレベルの対応を

することは不可能だと思ったが、イメージすることでまとまりを付けることが可能となった。 

・机上訓練の後に直ぐに実地訓練が行えると覚えやすいと考える。 

・全員での机上訓練で、より横のつながりが良くなったように思えた。実践訓練ではうまくいく

だろうか？ 

・実践訓練ではそれなりに周囲の企業や住宅への対応も必要だか、机上訓練となると周囲環境を

心配することなく行えてよかった。 
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・消防職員が参加してくれるともっと良いのにと思った。 

・経費もかからず、意識改革ができるので大変良い。 

 

【災害用ヘルメットの問題】 

「災害用ヘルメット」については、今のところ「安全基準の定め」は特にない。工事現場などで

使用する保護帽の安全基準（強度等の性能基準）は、労働安全衛生法で厳密に決められている。そ

の一方、耐用年数についての規定は明確ではないのが現状である。ここで言われる「耐用年数」は、

日本ヘルメット工業会（国内ヘルメットメーカーの集合体）が「保護帽取扱いマニュアル」で示し

ている、「業務（仕事）で使用する方へ向けての目安」として提示しているのみである。この基準

は、比較的過酷な環境下を想定しているので、医療機関等で災害用ヘルメットとして使用する場合、

この基準がピッタリ適しているとは言えない。また、耐用年数は材質によって異なり、保管され使

用される環境で大きく変わる。一般的使用では、ABS 樹脂 、PC 樹脂、PP 樹脂、PE 樹脂製が 3年

以内、FRP 樹脂製のものは 5 年以内とされている。 

 

＜一般的な災害用ヘルメットの交換の目安＞ 

・一度でも強い衝撃を受けた場合 

・欠け・割れ・ヒビ・過度の擦り傷・変形・変色・落ちない汚れがある場合 

・穴あけ等の改造がある場合 

・あご紐にほつれや切れがある場合 等 

 

災害用ヘルメットの材質はヘルメット裏側のラベルで確認することができる。不明の場合はメー

カーに問い合わせる。先に記述したように、耐用年数は使用・保管の環境によって変化するが、 

高温の場所や太陽光にずっとあたるような場所で使うと、災害用ヘルメットの耐用年数は減少する。

災害用ヘルメットは普段は使わないだけに、耐用年数の確認を怠りがちだが、いざという時に確実

に使用できるよう、定期的に耐用年数を確認し、耐用年数が過ぎたら買い換えることも重要である。

計画的な購入を視野に入れて防災（災害）計画を策定することが望まれる。 

 

参考例 

  職員 200名、入院 100床、外来 200名の医療機関の場合 

   災害用ヘルメット    2,000 円／個（一般的金額） 

   職員用  200人×2,000 円＝400,000 円 

   入院用  100人×2,000 円＝200,000 円 

   外来用  200人×2,000 円＝400,000 円 

         総計     1,000,000 円 

 

  耐用年数を 5年と計算した場合、毎年 100個更新していればよいことになるので、購入費として

は年間 20万円 となり、防災費としての支出として適切かどうかを検討することが求められよう。
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ここで、患者用として提示しているが、医療機関では患者用ヘルメットを保有している施設は少な

く、避難時に職員はヘルメットを着用しているのに患者は無防備であるということは、“患者第一”

という医療機関としてのあり方を問われる時代であるのかもしれない。 

医療機関内（病院）では、震災だけでなく様々な災害に対し、その対応が迫られる。種々の災害

をシミュレートし、事前にその対応を決定しておくことが災害発生時に適切な対応ができるように

するための最善の方法であり、被害の軽減にもなる。施設内での自分の立場を理解し、いざという

時に行動できる体制作りが最も重要である。 
 

4．災害時の特殊な放射線診療機材対応 
 災害時には医療法の範囲外になるが、警察歯科の要請で検視機材の提供をするなど医療機関が協

力して対応にあたることがある1。災害時にも活用されうる自己シールドを持つハンディタイプの歯

科 X線装置は日本でも薬事承認が得られ、各国でも使用が認められつつあることから2、日本でも医

療現場の意見に基づき検討が求められると考えられる。自己シールドを持つ X 線 CT 装置の利用も

同様に課題になりうると考えられる。 

 

Ｅ．結論 

 災害時の医療機関の放射線源がもたらす脅威とその低減策を検討し、院内の対応を考えるための

机上訓練を実施した。災害時の医療機関の対応力を高めるには、災害対応を考える訓練の実施が有

用であると考えられる。その際には、自施設の立地環境を知ることが重要であるため、自治体のハ

ザードマップの情報を活用することが望まれる。医療機関が所有する線源による災害時の放射線へ

の脅威を低減するには、比較的大きな数量の線源で診療に使用していないものは回収措置を講じる

ことが望まれる。 

 

 

  

 
1 http://www.digitgen.com/article/revivalcenter.html 
2 米国食品医薬品局（FDA）と米国歯科医師会（ADA）が、そろって放射線撮影手順と放射線安全

ガイドラインを改訂し、『HAND-HELD X-RAY UNITS』の項目の中で、『ポータブル/手持ち式の

デザインでハンドグリップにトリガー(曝射スイッチ)仕様』の製品は、適切な撮影をした場合には、

シールド効果により、術者は防護衣必要なしで撮影可能である見解が掲載されている。 
http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/Me
dicalImaging/MedicalX-Rays/ucm116504.htm#limiting_radiation_exposure 
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Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他 

 なし 

 

 

 


